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検
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施�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
二
件
）�

（
農
村
振
興
課
）　
　

八

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

八

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

八

公

告

〇
令
和
三
年
度
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

八

〇
令
和
三
年
度
情
報
公
開
条
例
の
施
行
状
況�

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
教
職
員
課
）　

一
二

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
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す
る
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等
の
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及
び
費
用
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の
支
給
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則
の
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部
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正
す
る
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一
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会

〇
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す
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更
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規

則

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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知
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宮
城
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
一
週
間
」
を
「
二
週
間
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
（
そ
の
二
）
中
「再

任
用
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
、「第

28条
の
４
第
１
項
，

第
28条
の
５
第
１
項
又
は
第
28条
の
６
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

」
を
「第

22条
の
４
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
一
の
一
）
中

「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日
印

を
「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日

に
、

年
月　
日

」

年
月　
日

（署
名
又
は
押
印

）

」

「資　
金　
前　
渡　
職　
員　
名

」
を
「執　

行　
機　
関　
内　
訳　
名

」
に
、「附　

記　
事　
項

」
を
「目

　
的　
地

」
に
、
「

旅行行程

」
を
「

附記事項

」
に
、「

旅
行
者
確
認
兼
請
求
印

」
を
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「
旅
行
者
確
認
兼
請
求

」
に
、 「

受
領

印

を
「

受
領
確
認

に
改
め
、

」

（署
名
又
は
押
印

）

」

「交
通
手
段　
１

：鉄
道
等　
２

：公
用
車

（宮
城
県
内

）　

３

：公
用
車

（宮
城
県
外

）　

４

：自
家
用
車
運
転

（宮
城
県
内

）　

５

：自
家
用
車
運
転

（宮
城
県
外

）　

６

：自
家
用
車
同
乗

（宮
城
県
内

）

　
　
　
　
　

７
：自

家
用
車
同
乗

（宮
城
県
外

）　

８

：路
線
バ
ス

（宮
城
県
内

）　

９

：徒
歩

（宮
城
県
内

）　

10

：船
舶　
11

：航
空
機
又
は
高
速
バ
ス

説　
　
明

　

�「【手
】」：手

入
力
行
程

　

「【複

】」：複
数
か
ら
選
択

　

「【移

】」：移
動
開
始
地

」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
一
の
二
）
を
削
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
二
）
中

「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日
印

を
「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日

に
、「資

年
月　
日

」

年
月　
日

（署
名
又
は
押
印

）

」

　
金　
前　
渡　
職　
員　
名

」
を
「執　

行　
機　
関　
内　
訳　
名

」
に
、「

旅
行
者
確
認
兼
請
求
印

」
を

「

旅
行
者
確
認
兼
請
求

」
に
、 「

受
領

印

を
「

受
領
確
認

に
改
め
る
。

」

（署
名
又
は
押
印

）

」

　

別
表
第
二
（
そ
の
三
の
一
）
中
「

旅
行
者
確
認

兼
請
求
印

」
を
「

旅
行
者
確
認

兼
請
求

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
三
の
二
）
中

「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日
印

を
「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日

に
、

年
月　
日

」

年
月　
日

（署
名
又
は
押
印

）

」

「資　
金　
前　
渡　
職　
員　
名

」
を
「執　

行　
機　
関　
内　
訳　
名

」
に
、「

旅
行
者
確
認
兼
請
求
印

」

を
「

旅
行
者
確
認
兼
請
求

」
に
、 「

受
領

印

を
「

受
領
確
認

に
改
め
る
。

」

（署
名
又
は
押
印

）

」

　

別
表
第
二
（
そ
の
四
の
一
）
中

「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日
印

を
「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日

に
、

年
月　
日

」

年
月　
日

（署
名
又
は
押
印

）

」

「資　
金　
前　
渡　
職　
員　
名

」
を
「執　

行　
機　
関　
内　
訳　
名

」
に
、

「

到　
　
　
着　
　
　
地

新
居
住
地
の
種
別

を
」

「

到　
　
　
　
　
着　
　
　
　
　
地

に
、「

旅
行
者
確
認
兼
請
求
印

」
を

」

「

旅
行
者
確
認
兼
請
求

」
に
、 「

受
領

印

を
「

受
領
確
認

に
改
め
る
。

」

（署
名
又
は
押
印

）

」

　

別
表
第
二
（
そ
の
四
の
二
）
中
「

旅
行
者
確
認
兼
請
求
印

」
を
「

旅
行
者
確
認
兼
請
求

」
に
、

「

在　
勤　
庁

起　
点　
名

居　
住　
地　
の　
住　
所

起　
点　
名
新
居
住
地

の
種

別
旧

1　
公　
営

2　
自　
宅

3　
そ
の
他

新

」

を
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「
在　
　
　
勤　
　
　
庁

居　
　
　
住　
　
　
地　
　
　
の　
　
　
住　
　
　
所

旧新

」

に
改
め
、「Ｍ

・
Ｔ
・
Ｓ
・
Ｈ

」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
五
）
中

「
概
算
払
精
算
確
認
年
月
日
印

を
「

概
算
払
精
算
確
認
年
月
日

に
、「資

」

（署
名
又
は
押
印

）

」

　
金　
前　
渡　
職　
員　
名

」
を　

「執　
行　
機　
関　
内　
訳　
名

」
に
、

「

航　
空　
賃

現
地
交
通
費

国
内
交
通
費

宿
泊
料
・
雑
費
１

旅
行
雑
費
２

調　
整　
額

計
算
額
合
計

」
を

円

「

航　
空　
賃
現
地
交
通
費
国
内
交
通
費
宿　
泊　
料
旅
行
雑
費
１
食　
卓　
料
旅
行
雑
費
２
調　
整　
額
計
算
額
合
計

」
に
、

円

「

旅
行
者
確
認
兼
請
求
印

」
を
「

旅
行
者
確
認
兼
請
求

」
に
、 「

受
領

印

を
」

「

受
領
確
認

に
改
め
る
。

（署
名
又
は
押
印

）

」

　

別
表
第
二
（
そ
の
六
の
四
）
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る

旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応

す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３�　

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。）
は
、

新
規
則
別
表
第
一
（
そ
の
二
）
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４�　

改
正
前
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
五
号

　
　
　
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
七
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。



第388号　令和５年３月22日　水曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
六
号

　
　
　
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
備
考
３
中
「（昭

和
22年
法
律
第
67号

）」
を
削
り
、
同
表
備
考
８
⑴
ロ
中
「408,000円

」
を
「488,000円

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「（昭

和
25年
法
律
第
144号

）」
及
び
「（平

成
６
年
法
律
第
30号

）」
を
削
り
、
同
表
備
考
１
中
「（昭

和
25年
法
律
第
226号

）」
を
削
り
、
同
表
備
考
２
⑶
中
「（昭

和
22年
法
律
第
67号

）」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
備
考
３
の
改
定
規

定
に
限
る
。）
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

２
０
２
３　

４
月
号

　

１
９
６
２
５－

０
４

恋
愛
宣
言
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ　

４
月
号　

２
０
２
３

　

０
８
８
７
７－

０
４

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
お
杏
Ｖ
ｏ
ｌ
．
４

　

６
９
４
９
２－

２
７

株
式
会
社
宙
出
版

株
式
会
社
秋
水
社

株
式
会
社
ぶ
ん
か
社

四五六七八九十

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
ウ
ル
ト
ラ　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
４

　

６
８
５
４
７－

８
９

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ　

Ｖ
ｏ
ｌ
．
３
０

　

６
８
５
４
７－

８
１

実
話
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ａ
タ
ブ
ー　

４
月
号
２
０
２
３

　

０
５
３
７
５－

０
４

５
０
代
か
ら
の
男
の
ゴ
ラ
ク　

４
月
号　

２
０
２
３

　

１
８
３
９
９－

０
４

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

４
月
号　

２
０
２
３

　

０
１
８
０
５－

０
４

臨
時
増
刊
ラ
ヴ
ァ
ー
ズ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
３
０

　

６
８
５
４
８－

０
６

芸
能
Ｓ
級
お
宝
特
ホ
ウ
Ｖ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
！
！
！

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
６

　

０
１
９
６
８－

３

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

株
式
会
社
一
水
社

株
式
会
社
鉄
人
社

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
イ
ン
テ
ル
フ
ィ

ン

二　

指
定
理
由

　

�　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
五
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
六
か
ら
十
の
図
書
類
に

あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
か
つ
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害

す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
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生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査
及
び
遺
伝
子
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
五
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
（
令
和
三
年
三
月
五
日
付
け
二
消
安
第

五
八
〇
〇
号
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
動
物
衛
生
課
長
通
知
）
別
紙
一
か
ら
別
紙
四
ま
で
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

１�　

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
白
石
市
、
大
和
町
、
大
郷
町
、
大
崎
市
（
旧

古
川
市
及
び
旧
三
本
木
町
の
区
域
）、
色
麻
町
、
栗
原
市
、
登
米
市
又
は
南
三
陸
町
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生

後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

２�　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
で
、
大
河
原
町
、
柴
田
町
、
丸
森
町
、
松

島
町
、
富
谷
市
、
大
崎
市
、
栗
原
市
、
気
仙
沼
市
又
は
登
米
市
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生
後
二
十
四
月
未
満
の

も
の
を
除
く
。）

　

３　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

　

４�　

１
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
（
生
後
二
十
四

月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

５　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

　

６　

そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ア
カ
バ
ネ
病
の
発
生
予
察

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
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生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
（
死

体
）
の
所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
状
況
の
把
握

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
（
死
体
）
の
種
類
及
び
範
囲　

　

�　

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象

と
な
る
牛
の
死
体

四　

実
施
の
期
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

豚
熱
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚
及
び
い
の
し
し

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
令
和
二
年
七
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
防
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二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

�　

家
き
ん（
飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上（
だ
ち
ょ
う
は
十
羽
以
上
）の
農
場
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
令

和
二
年
七
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛
、
馬
及
び
豚

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

病
性
鑑
定
指
針
（
平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日
付
け
二
六
消
安
第
四
六
八
六
号
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
長
通

知
）
及
び
種
畜
検
査
執
務
要
領
（
平
成
十
三
年
四
月
十
六
日
付
け
一
三
独
家
セ
第
二
一
七
号
独
立
行
政
法
人
家
畜
改

良
セ
ン
タ
ー
理
事
長
通
知
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

腐
蛆そ

病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

蜜
蜂
（
転
飼
及
び
定
飼
蜂
群
）
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
（
以
下
「
注
射
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の
所
有
者
に

対
し
、
注
射
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

豚
熱
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚
及
び
い
の
し
し

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日
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五　

注
射
の
方
法

　
　

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
の
皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

山
元
東
部

区
画
整
理
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

北
上

区
画
整
理
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
島
浪
板
線

三　

道
路
の
区
域

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
一
七
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
二
ノ
浜
二
七
八
番
地
先
ま
で

前
Ａ
　

七
・
〇
～

�

一
四
・
七

�

一
〇
四
・
八
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ
　

八
・
五
～

�

三
五
・
〇

�

二
二
一
・
四

後
Ａ
　

七
・
〇
～

�

一
四
・
七

�

一
〇
四
・
八

　

Ｂ
　

八
・
五
～

�

四
〇
・
〇

�

二
二
一
・
四

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

大
島
浪
板
線

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
一
七
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
二
ノ
浜
二
七
八
番
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
二
十
七
日

公

告

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
三
年
度
に
お
け
る
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

１
　
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数
　
1,463件

２
　
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容
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受
付
件
数

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

328
55

251
1

0
10

11
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

40
13

20
1

0
1

5

公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
0

0

教
育

委
員

会
24

11
9

0
0

0
4

選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

人
事

委
員

会
1

1
0

0
0

0
0

監
査

委
員

0
0

0
0

0
0

0

公
安

委
員

会
4

1
2

0
0

1
0

警
察

本
部

長
234

4
220

0
0

8
2

労
働

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

0
0

0
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

25
25

0
0

0
0

0

合
計

328
55

251
1

0
10

11

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
開
示
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

２
年
度

か
ら
の

継
続
分

３
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

裁
　
　
　
　
　
決

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

5
13

18
0

0
0

0
0

18

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
２
年
２
月
２
日

措
置
入
院
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
10月
６
日

顧
問
の
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
10月
６
日

顧
問
の
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
12月
25日

職
員
調
書
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
12月
25日

職
員
調
書
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
９
日

保
健
所
相
談
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
９
日

保
健
所
相
談
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
９
日

保
健
所
相
談
記
録
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中
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�

　
　
　
　

〇
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
三
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

令
和
３
年
７
月
５
日

訴
訟
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
開
示
請
求
の
却
下
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
８
月
４
日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
８
月
４
日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
11月
４
日

監
察
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）
　
０
件

４
　
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
　
42,999件

５
　
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
10件

　
　
う
ち
訂
正
決
定
　
５
件

　
　
　
　
非
訂
正
決
定
　
５
件

６
　
訂
正
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
３
件

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
３
年
10月
24日

罷
免
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
訂
正
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

審
理
中

７
　
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
４
件

　
　
う
ち
利
用
停
止
決
定
　
０
件

　
　
　
　
非
利
用
停
止
決
定
　
４
件

８
　
利
用
停
止
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
３
件

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

令
和
３
年
10月
24日

罷
免
請
求
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
24日

苦
情
申
出
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
利
用
停
止
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

９
　
実
施
機
関
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

10　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

１
　
行
政
文
書
の
開
示
請
求
及
び
開
示
決
定
等

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

受
付
件
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

1,421
648

412
5

6
76

274
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

1,233
608

310
5

3
56

251

公
営
企
業
管
理
者

10
1

7
0

0
1

1

教
育

委
員

会
104

29
51

0
1

12
11

選
挙
管
理
委
員
会

8
2

3
0

0
1

2

人
事

委
員

会
2

0
1

0
0

0
1

監
査

委
員

1
1

0
0

0
0

0

公
安

委
員

会
4

1
2

0
0

1
0
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警
察

本
部

長
54

4
36

0
2

4
8

労
働

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

0
0

0
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

2
1

1
0

0
0

0

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

0
0

0
0

0
0

0

宮
城
県
道
路
公
社

2
0

1
0

0
1

0

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

1
1

0
0

0
0

0

合
計

1,421
648

412
5

6
76

274

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

２
　
不
服
申
立
て

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

２
年
度

か
ら
の

継
続
分

３
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

裁
　
　
　
　
　
決

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

14
10

24
1

2
4

0
2

15

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
情
報
公
開
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

平
成
31年
２
月
25日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

一
部
認
容

令
和
２
年
３
月
３
日

Ｄ
Ｖ
相
談
記
録
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

一
部
認
容

令
和
２
年
６
月
30日

労
使
紛
争
あ
っ
せ
ん
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

令
和
２
年
８
月
26日

教
員
採
用
選
考
試
験
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

令
和
２
年
11月
24日

暴
力
行
為
件
数
等
調
査
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
11月
26日

立
入
検
査
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る
審
査
請

求
棄

却

令
和
２
年
11月
30日

コ
ロ
ナ
検
査
機
関
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

棄
却

令
和
３
年
１
月
６
日

保
育
園
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

令
和
３
年
２
月
３
日

保
育
園
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

令
和
３
年
２
月
３
日

保
育
園
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

令
和
３
年
２
月
３
日

林
地
開
発
許
可
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
２
月
３
日

林
地
開
発
許
可
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
３
月
14日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
３
月
17日

東
日
本
大
震
災
報
告
書
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
４
月
16日

架
橋
事
業
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
６
月
14日

林
地
開
発
許
可
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
９
月
24日

県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
検
討
会
議
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文

書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
10月
19日

公
立
高
等
学
校
定
員
内
不
合
格
者
数
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部

分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
３
年
12月
７
日

個
人
情
報
紛
失
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
教
職
員
研
修
受
講
シ
ス
テ
ム
運
用
保
守
委
託
業
務　

一

式
二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
職
員
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

エ
ス
エ
イ
テ
ィ
ー
テ
ィ
ー
株
式
会
社　

東
京
都
千
代
田
区
神

田
三
崎
町
一
丁
目
三
番
十
二
号
水
道
橋
ビ
ル
八
階

五　

落
札
金
額　

二
千
八
百
三
十
八
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
を
「
附
属
機
関
の
構

成
員
等
の
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。

　

別
表
（
そ
の
二
）
中
「再
任
用
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
、「第

28条
の
４
第
１
項
，
第

28条
の
５
第
１
項
又
は
第
28条
の
６
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

」
を
「第

22条
の
４
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。）
は
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。）
別
表
（
そ
の
二
）
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用

す
る
。

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
　
宮
城
県
労
働
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
全
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
宮
城
県
労
働
委
員
会
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
施
行
規
程

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七

十
二
号
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

令
和
３
年
12月
７
日

個
人
情
報
紛
失
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
４
年
２
月
７
日

行
方
不
明
者
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）
　
１
件



（13）　令和５年３月22日　水曜日 第388号宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
城
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
松
島
道
路
の

料
金
の
額
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
道
路
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理
事
長　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

一　

料
金
変
更
の
内
容

　
　

障
害
者
割
引
措
置
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

　

⑴　

割
引
を
適
用
す
る
自
動
車

　
　

�　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

て
い
る
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六

号
厚
生
事
務
次
官
通
知
「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い
て
」
別
紙
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
療
育

手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。）
に
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
に
基
づ

く
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
（
市
町
村
及
び
特
別
区
が
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。）
若
し
く
は
当
該
事
務
所
を
設
置

し
て
い
な
い
町
村
又
は
有
料
道
路
事
業
者
が
共
同
で
設
け
る
申
込
窓
口
に
お
い
て
、
以
下
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を

満
た
す
も
の
と
し
て
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前
に
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番

号
等
必
要
事
項
の
記
載
の
手
続
が
な
さ
れ
た
自
動
車

　
　

イ�　

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
手
帳
を
携
行
し
て
自
ら
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち
日
常
生
活
の
用
に
供

さ
れ
、
本
人
又
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
自
動
車
（
営
業
用
の
自
動
車
を
除
く
。）
で
、
宮
城
県
道
路
公
社

が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

ロ�　

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
重
度
の
障
害
を
持
つ
者
と
し
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
等
級
又
は
「
療
育
手
帳
制
度
の
実
施

に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
百
二
十
五
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）」
の
第
三

に
定
め
る
障
害
の
程
度
に
基
づ
き
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
者
（
以
下
「
重
度
障
害
者
」
と
い
う
。）

が
手
帳
を
携
行
し
て
乗
車
し
、
そ
の
移
動
の
た
め
に
本
人
以
外
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち
日
常
生
活
の

用
に
供
さ
れ
、
当
該
重
度
障
害
者
又
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
（
こ
れ
ら
の
者
が
こ
れ
ら
の
自
動
車
を
所
有

し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者
が
所
有
す
る
）
自

動
車
（
営
業
用
の
自
動
車
を
除
く
。）
で
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

�　

な
お
、
右
記
自
動
車
が
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
料
金
徴
収
事
務

の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
に
規
定

す
る
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
利
用
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
料
金
所
を
通

行
し
、
通
行
料
金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前
に

登
録
が
な
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
（
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都

高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社

及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
が
公
告
し
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
利
用
規
程
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る

Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
い
う
。）
と
車
載
器
（
同
号
に
規
定
す
る
車
載
器
を
い
う
。）
を
と
も
に
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。

　
　

�　

ま
た
、
右
記
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
も
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
割
引
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
自
動
車
が
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
料
金
所
を
通
行
し
、
通
行
料
金
の
納

付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
通
行
す
る
場
合
に
限
る
。

　

⑵　

割
引
率

　
　
　

割
引
率
は
、
五
割
以
下
と
す
る
。

　
　

注�

）「
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
」
と
は
、「
有
料
道
路
に
お
け
る
障
害
者
割
引
措
置
実
施
要
領
（
平
成
十

五
年
七
月
三
十
日
施
行
）」
を
い
う
。

二　

実
施
予
定
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。


